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 ○  変更の概要  

 （理由）応急対策が進み，一部の区域において，高齢者等の安全な  

避難が可能となったため。  

地区  内   容  応急対策の状況  

天応  対象全区域で終了  

・大屋大川，背戸の川等に埋

塞していた土砂・岩石・流木等

の撤去が概ね完了  

・流水を適切に水路等に誘導

する土のうの設置の終了  

吉浦  
対象区域を縮小  

（長谷町は，終了）  

・梅木川，水路等に埋塞して

いた土砂・岩石・流木等の撤去

が概ね完了  

・流水を適切に水路等に誘導

する土のうの設置の終了  

安浦  

対象区域を縮小  

（安浦町大字女子畑，安浦町大

字赤向坂，安浦町大字下垣内，

安浦町水尻１丁目は終了）  

・該当区域の中畑川，水尻川

等に埋塞していた土砂・岩石・

流木等の撤去が概ね完了  

・流水を適切に水路等に誘導

する土のうの設置の終了  

音戸  変更なし   

 ※  変更後の吉浦地区，安浦地区の発令基準の特例運用は，添付の  

とおりです。  

○  変更後の発令基準の運用開始時期  

  平成３０年９月１８日（火）１５時から  

○  周知方法  

 ・  ホームページに掲載  

 ・  防災情報メールに配信  

 ・  該当地区に防災行政無線で放送  

 ・  各支所に配布，掲示  

 ・  自治会長に連絡  

○  その他  

 ・  今回，特例の基準の避難準備・高齢者と避難開始の判定基準のう

ち，７月豪雨災害後の降雨と河川の状況から，流域での時間雨量を削

除しました。  

・  今後も防災工事等の対策の進捗状況により変更していきます。  

 

避難勧告等の発令基準の特例運用の変更について 


